
令和４年度 第１回 霧島市行政改革推進委員会 

 

 

 

◇日 時：令和４年 10月 25 日（火） 

13 時 30 分～ 

◇場 所：霧島市役所行政庁舎本館 

庁議室（３階） 

 

 

＜会次第＞ 

 

１ 開会 

 

２ 部長あいさつ 

 

３ 委員の委嘱について（自己紹介） 

 

４ 委員長選出（委員長あいさつ） 

 

５ 議事 

(1) 「霧島市定員管理計画」及び「霧島市組織機構の今後のあり方に

ついて」の策定報告について 

(2) 「霧島市行政改革実施計画」の進捗状況について 

(3) 「霧島市行政改革大綱」について 

(4) その他 

 

６ その他 

 

７ 閉会 

 

【資料一覧】 

・会次第 

・霧島市行政改革推進委員会設置規則 

・霧島市行政改革推進委員会委員一覧 

資料１ 霧島市定員管理計画 

資料２ 霧島市組織機構の今後のあり方について 

資料３ 「霧島市行政改革実施計画」重点実施項目 

資料４ 霧島市行政改革大綱 

 



1/2 

○霧島市行政改革推進委員会設置規則 

平成17年11月７日 

規則第23号 

改正 平成17年12月28日規則第240号 

平成19年１月４日規則第１号 

平成19年３月31日規則第21号 

平成24年４月１日規則第12号 

平成29年３月31日規則第23号 

(設置) 

第１条 霧島市行政改革を着実に推進するため、住民の代表者からなる霧島市行政改革推

進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、行政改革最高責任者の求めに応じ、行政改革の推進に関する、調査、

研究及び提言を行う。 

(組織) 

第３条 委員会の委員は、10人以内とする。 

２ 委員は、市政について優れた見識を有する者及び公募に応じた者(以下「公募委員」と

いう。)のうちから市長が委嘱する。 

３ 公募委員数が、委員総数の10分の２未満とならないように努める。 

４ 公募委員に関する事項については、これを別に定める。 

(任期) 

第４条 委員の任期は２年以内とする。 

２ 委員は、再委嘱されることができる。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長) 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する

委員がその職務を代理する。 

(会議) 

第６条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

(その他) 
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第８条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成17年11月７日から施行する。 

附 則(平成17年12月28日規則第240号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成19年１月４日規則第１号) 

この規則は、平成19年１月４日から施行する。 

附 則(平成19年３月31日規則第21号) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年４月１日規則第12号) 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年３月31日規則第23号) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 



令和4年1月28日

番号 氏名 所属等

1 板倉
いたくら

　朗
あきら

学校法人都築教育学園　第一工科大学

2 松田
まつだ

　信彦
のぶひこ 独立行政法人　国立高等専門学校機構

鹿児島工業高等専門学校

3 鈴木
す ず き

　広和
ひろかず

株式会社鹿児島銀行　国分支店

4 斑目
まだらめ

　信行
のぶゆき

連合姶良伊佐地域協議会

5 宮本
みやもと

　順子
じゅんこ

霧島市教育委員会

6 池田
いけだ

　まゆみ 霧島市地区自治公民館　上小川地区自治公民館

7 赤木
あ か ぎ

　一英
かずひで

公募

8 尾花
おばな

　創
そう

史
し

公募

委員長

霧島市行政改革推進委員会委員一覧　  
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Ⅰ 計画策定の目的    

 

本市では、平成 年３ 月に霧島市行政改革大綱（ 第２ 次） を 、平成 年３ 月に同大綱（ 第23 30

３ 次） を 策定し 、積極的に行政改革を 進めてき ま し た 。 ま た 、同大綱に基づき 、平成 年３23

月に霧島市定員適正化計画（ 第２ 次） を 、平成 年 月に同計画（ 改定版） を 策定し 、平成26 10

年４ 月１ 日ま でに 職員数を 合併時点の職員数 人から パーセン ト 削減する 目標30 1,431 22.4

を 掲げ、 職員数の適正管理に努めてき ま し た 。 そ の結果、 平成 年４ 月１ 日時点で、 目標30

人に対し 実績 人と なり 、目標を 上回るペースで削減が進み、更に令和３ 年４ 月１1,110 1,100

日時点では実績 人と なっ ていま す。1,091  

こ のよ う に 、こ れま で目標に掲げた職員数を 達成し てき た一方で、少子高齢化に伴う 人口

減少社会の進行や社会情勢の変化に伴う 市民ニ ーズの多様化、厳し さ を 増す財政状況、地方

創生など への対応など 、 行政を 取り 巻く 環境はこ れま で以上に早いス ピ ード で変化を 続け

ていま す。限ら れた行政資源の中にあっ て も 、こ れら の変化に対応し てい く た め引き 続き 効

果的・ 効率的な行政経営が求めら れていま す。  

こ のよ う な状況の中、第 回通常国会において地方公務員法の一部を 改正する 法律が令204

和３ 年６ 月に成立し 、 令和５ 年度から 定年年齢が段階的に 歳に引き 上げら れる こ と に な65

り ま し た 。今後は特にこ の点に留意し ながら 、行政需要に的確に対応でき る 職員数を 管理し

てい く 必要がある こ と から 、 令和 年４ 月 日における 職員数の目標を 示し 、 計画策定を 行10 1

う も のです。  

なお、 合併時点から こ れま での期間は、 定員の削減を 主要課題と し て推進し 目標を 達成

し てき ま し た 。 今後は、 削減あり き ではなく 、 必要に応じ た職員数を 確保し た う えで、 効

率的で質の高い行政サービ ス を 実現し 、 多様な人材を 活用する こ と など に よ り 、 時代の要

請に応じ た職員体制を 実現し てい く こ と を 目的に、 今回名称を 「 定員適正化」 から 「 定員

管理」 に変更し ま す。  

 

Ⅱ 職員数の現状及び財政状況    

１ 職員数の状況  

霧島市定員適正化計画（ 第２ 次、 第２ 次 改定版） の計画始期である 平成 年４ 月１ 日/ 23

から 平成 年４ 月１ 日ま での期間において 、 職員数は 人（ 合併時から 人） の減と30 119 331

なり 、目標を 上回る削減数と なっ ていま す。そ の後、令和３ 年４ 月１ 日ま での期間におい

て 、 職員数は９ 人（ 合併時から 人） の減と なっ ていま す。340  

なお、同計画（ 第１ 次） の計画期間（ 平成 年４ 月１ 日から 平成 年４ 月１ 日ま で） に18 23

おいては、 職員数は 人（ 合併時から 人） の減と なっ ていま す。189 212  
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職員数の推移■   

 

 

 

 

 

 

 

　【第１次計画：平成18年度～22年度】 （単位：人）

平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 期間合計

目標 - 1,401 1,369 1,329 1,302 1,268 -

実績 1,408 1,373 1,324 1,268 1,243 1,219 -

増減数 - ▲ 35 ▲ 49 ▲ 56 ▲ 25 ▲ 24 ▲ 189

目標 - 1,225 1,193 1,153 1,126 1,092 -

実績 1,232 1,197 1,148 1,096 1,067 1,044 -

増減数 - ▲ 35 ▲ 49 ▲ 52 ▲ 29 ▲ 23 ▲ 188

目標 - 176 176 176 176 176 -

実績 176 176 176 172 176 175 -

増減数 - 0 0 ▲ 4 4 ▲ 1 ▲ 1

　【第２次計画：平成23年度～25年度、第２次／改定版計画：平成26年度～29年度】 （単位：人）

平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 期間合計

目標 - 1,201 1,175 1,163 1,141 1,129 1,119 1,110 -

実績 1,219 1,207 1,168 1,153 1,135 1,116 1,112 1,100 -

増減数 - ▲ 12 ▲ 39 ▲ 15 ▲ 18 ▲ 19 ▲ 4 ▲ 12 ▲ 119

目標 - 1,020 994 982 960 948 938 929 -

実績 1,044 1,027 987 972 954 936 931 920 -

増減数 - ▲ 17 ▲ 40 ▲ 15 ▲ 18 ▲ 18 ▲ 5 ▲ 11 ▲ 124

目標 - 181 181 181 181 181 181 181 -

実績 175 180 181 181 181 180 181 180 -

増減数 - 5 1 0 0 ▲ 1 1 ▲ 1 5

　※ 法改正により、平成27年度以降の職員数は教育長を含みません。

　【平成30年度～令和３年度】 （単位：人）

平成30 平成31 令和２ 令和３ 期間合計
令和３

　－平成18

目標 - 1,110 1,110 1,110 - -

実績 1,100 1,096 1,100 1,091 - -

増減数 - ▲ 4 4 ▲ 9 ▲ 9 ▲ 317

目標 - 927 924 924 - -

実績 920 913 914 906 - -

増減数 - ▲ 7 1 ▲ 8 ▲ 14 ▲ 326

目標 - 183 186 186 - -

実績 180 183 186 185 - -

増減数 - 3 3 ▲ 1 5 9

年　度

４月１日の
　職員数

消防除く

消防

年　度

消防除く

消防

４月１日の
　職員数

消防除く

消防

年　度

４月１日の
　職員数
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２ 部門別職員数の推移及び職員年齢別構成  

本市の令和３ 年度当初における 部門別職員数は、一般行政部門 人、教育部門 人、679 165

消防部門 人、 公営企業等会計部門（ 病院事業、 水道事業、 下水道事業、 国民健康保険185

事業、 介護保険事業、 後期高齢者医療事業及び温泉供給事業） 人と なっ ていま す。62  

平成 年度から 令和３ 年度ま での部門別職員数の推移を 見る と 、 市民の安心・ 安全に18

直結する 消防部門については、 人から 人へと 増員し 、 消防力の充実強化を 図る一176 185

方で、 そ の他の部門の職員数削減によ り 、市全体と し ては 人の職員の削減を 実現し て317

いま す。  

ま た 、職員年齢別構成については、 こ れま で、第１ 次、第２ 次及び第２ 次／改定版の霧  

島市定員適正化計画に基づき 、 職員数削減に向けて新規採用者数の抑制に努めて き た結

果、職員数削減と いう 大き な目標は達成でき た反面、全職員に占める 若年層職員の比率の

低下が見ら れま す。 歳以下の消防を 除く 職員の比率は、 平成 年度の パーセン40 18 45.6

ト から ポイ ン ト 低下し 、 令和３ 年度では パーセン ト と なっ ていま す。14.5 31.1  

 

部門別職員数の推移■   

 

職員年齢別構成■   

 

（単位：人）

平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 令和２ 令和３ 令和３－平成18

議会 11 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 ▲ 3

総務 281 253 243 234 215 207 201 195 194 197 202 226 228 234 238 223 ▲ 58

税務 72 77 72 67 66 63 63 63 63 62 61 60 60 60 58 59 ▲ 13

民生 172 166 160 154 153 149 145 138 138 132 125 122 119 115 116 119 ▲ 53

衛生 86 92 93 89 87 86 84 75 72 71 71 66 65 67 66 70 ▲ 16

農林水産 97 98 91 92 94 96 92 88 92 88 86 83 83 82 82 83 ▲ 14

商工 27 34 32 33 31 33 32 35 31 32 26 28 29 28 28 29 2

土木 135 130 125 112 109 108 111 101 98 92 92 94 93 90 90 88 ▲ 47

一般行政計 881 860 826 791 764 751 737 704 696 682 671 687 685 684 686 679 ▲ 202

266 256 242 229 227 217 215 210 203 200 193 174 172 168 166 165 ▲ 101

176 176 176 172 176 175 180 181 181 181 180 181 180 183 186 185 9

1,323 1,292 1,244 1,192 1,167 1,143 1,132 1,095 1,080 1,063 1,044 1,042 1,037 1,035 1,038 1,029 ▲ 294

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 0

39 39 38 36 36 36 35 34 34 33 33 32 24 24 24 26 ▲ 13

15 14 14 14 14 14 15 14 14 14 13 12 12 11 11 10 ▲ 5

28 25 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 23 ▲ 5

85 81 80 76 76 76 75 73 73 72 72 70 63 61 62 62 ▲ 23

1,232 1,197 1,148 1,096 1,067 1,044 1,027 987 972 954 936 931 920 913 914 906 ▲ 326

1,408 1,373 1,324 1,268 1,243 1,219 1,207 1,168 1,153 1,135 1,116 1,112 1,100 1,096 1,100 1,091 ▲ 317

　　　　　　　年　度
　部　門

職員数（４月１日現在）

※ 法改正により、平成27年度以降の職員数は教育長を含みません。

普
通
会
計

一
般
行
政
部
門

教育

消防

普通会計計

部

門

公

営

企

業

等

会

計

病院

水道

下水道

その他

公営企業等会計部門計

総合計（消防除く）

総　合　計

※ 公営企業等会計部門の「その他」は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業及び温泉供給事業の職員数です。

平成18 平

議会 11

総務 281

税務 72

民生 172

衛生 86

農林水産 97

商工 27

土木 135

一般行政計 881

266

176

1,323

3

39

15

28

85

1,232

1,408

　　　　　　　年　度
　部　門

※ 法改正により、平成27年度以降の職員数は

普
通
会
計

一
般
行
政
部
門

教育

消防

普通会計計

部

門

公

営

企

業

等

会

計

病院

水道

下水道

その他

公営企業等会計部門計

総合計（消防除く）

総　合　計

※ 公営企業等会計部門の「その他」は、国民健

令和3年4月1日現在

人数 比率 人数 比率 人数 比率
56歳～64歳 120 14.5 11 5.9 131 12.9
51歳～55歳 146 17.6 23 12.4 169 16.7
46歳～50歳 149 18.0 33 17.8 182 17.9
41歳～45歳 157 18.9 20 10.8 177 17.5
36歳～40歳 80 9.7 21 11.4 101 10.0
31歳～35歳 62 7.5 38 20.5 100 9.9
26歳～30歳 59 7.1 18 9.7 77 7.6
18歳～25歳 56 6.8 21 11.4 77 7.6
合　　計 829 100.0 185 100.0 1,014 100.0

※ 県警からの出向、中央高校教員等を除く。

区　分
消防除く 消　防 合　計

平成18年4月1日現在

人数 比率 人数 比率 人数 比率
56歳～64歳 145 12.5 21 11.9 166 12.4
51歳～55歳 191 16.5 26 14.8 217 16.2
46歳～50歳 135 11.6 9 5.1 144 10.8
41歳～45歳 159 13.7 17 9.7 176 13.2
36歳～40歳 164 14.1 23 13.1 187 14.0
31歳～35歳 156 13.4 35 19.9 191 14.3
26歳～30歳 155 13.4 19 10.8 174 13.0
18歳～25歳 55 4.7 26 14.8 81 6.1
合　　計 1,160 100.0 176 100.0 1,336 100.0

※ 県警からの出向、中央高校教員等を除く。

区　分
消防除く 消　防 合　計



4 

 

 
 

 
 

 

３ 類似団体別職員数及び定員回帰指標と の比較  

⑴ 類似団体別職員数と の比較  

類似団体別職員数（ 修正値） と 本市の令和２ 年度当初の職員数を 比較する と 、普通会 

計部門で本市が 人の超過（ 超過率 パーセン ト ）、教育・ 消防部門を 除く 一般行政142 13.7

部門では本市が 人の超過（ 超過率 パーセン ト ） と なっ て いま す。115 16.8  

ただ し 、類似団体別職員数の算定には面積要件が加味さ れていないこ と から 、比較に

際し ては、 本市が、 類似団体の面積の平均（ 平方キロ メ ート ル） の約 倍と な131.23 4.6

る 平方キロ メ ート ルの面積を 有する と い う 特性を 考慮する必要があり ま す。603.16  
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類似団体別職員数と の部門別比較（ 令和２ 年４ 月１ 日現在）■   

 
⑵ 定員回帰指標と の比較  

定員回帰指標と 本市の令和２ 年度当初の職員数を 比較する と 、 一般行政部門では±

０ 人、 普通会計部門で 人上回っ ている状況です。54  

 

定員回帰指標によ る試算値と の比較（ 令和２ 年４ 月１ 日現在）■   

 

 

試算値 超過数 超過率

議　　会 8 8 0 0.0

総務・企画 238 167 71 29.8

税　　務 58 47 11 19.0

民　　生 116 166 ▲ 50 ▲ 43.1

衛　　生 66 56 10 15.2

労　　働 0 0 －

農林水産 82 23 59 72.0

商　　工 28 16 12 42.9

土　　木 90 88 2 2.2

一般行政計 686 571 115 16.8

教　　育 166 179 ▲ 13 ▲ 7.8

消　　防 186 146 40 21.5

普通会計計 1,038 896 142 13.7

※2　類似団体別職員数は、指数により算出するため、各部門の人数と計は一致しません。

　 

　（単位：人，％）

部門
本市の
職員数

類似団体別職員数（修正値）との比較

※1「類似団体別職員数」とは、人口規模と産業構造を基準に団体を分類した後、団体の人

  口及び職員数を用いて、各分類ごとの人口１万人当たりの職員数を加重平均により算出
  し、指数化したものです。なお、修正値とは、中・小部門に職員を配置している団体の

  みを対象とし、小部門ごとに人口1万人あたりの職員数の平均値を算出したものです。

　　本市は、人口10万人以上15万人未満、Ⅱ次・Ⅲ次産業の就業人口比率が90パーセント

  以上かつⅢ次産業の就業人口比率が65パーセント以上というグループに区分され、令和
  ２年度においては全国では51市が同グループに属しています。

人口（人） 面積（㎢）

Ⅹ1 Ⅹ2 職員数 試算値 超過数 職員数 試算値 超過数

霧島市 124,623 603.16 691 691 0 1,043 989 54

区分
一般行政部門（人） 普通会計部門（人）

※　人口と面積は令和２年４月１日現在の数値です。

※　本指標による試算値には、一部事務組合の当該団体相当職員数が含まるため、上記職員数は、本市

  職員数（一般行政686人、普通会計1,038人）に、一部事務組合の本市相当職員5人を加えた数値とな
  っています。

※　定員回帰指標は、地方公共団体の人口と面積の２つの説明変数を用いて、その団体の標準的な職員

  数を試算できる参考指標です。類似団体別職員数のような細かい部門での比較はできませんが、総括
  的に職員数を比較することによって、職員数の適正値の分析の参考とすることができます。

※　試算値＝ａⅩ1＋ｂＸ2＋ｃ

　　　ａ：人口千人当たりの係数・・・一般行政「4.0」、普通会計「5.7」

　　　ｂ：面積１㎢当たりの係数・・・一般行政「0.22」、普通会計「0.33」

　　　ｃ：一定値・・・一般行政「60」、普通会計「80」
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４ 再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の推移  

⑴ 再任用短時間勤務職員数の推移  

 

再任用短時間勤務職員数の推移（ 各年４ 月１ 日現在）■   

 

 

⑵ 会計年度任用職員数の推移   

 

会計年度任用職員数の推移（ 各年４ 月１ 日現在）■   

 

 

５ 財政状況  

本市の財政状況は、令和２ 年度決算で自主財源比率が パーセン ト と 、全国の類似団31.7

体の パーセン ト（ 令和元年度決算） と 比較し ても 低く 、依然と し て地方交付税等の依50.1

存財源に頼っ ている のが現状であり 、 自主財源の確保に努める こ と が今後の財政運営に

おける 重要な課題と なっ ていま す。  

ま た 、財政構造の弾力性を 示す経常収支比率は、令和２ 年度決算では、 パーセン ト90.5

（ 類似団体の令和元年度決算では、 パーセン ト ） と 高い水準と なっ ていま す。94.3  

近年は、新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症によ る 影響を 受け、本市の自主財源である 市税収入

は大幅な増収は見込めない状況にあり 、 加え て市税と 並び本市の歳入の大き な柱である

普通交付税については、令和３ 年度以降、合併特例措置がない中で財政運営を し なければ

なら ない厳し い状況にあり ま す。  

こ のよ う なこ と から 、今後よ り 一層の経常的経費の節減、業務の効率化、合理化を 図る  

と と も に 、経常的一般財源の確保に努める こ と が「 持続可能な健全財政」 を 構築する 上で

必須条件と なる ため、一般財源の占める割合が大き い人件費においても 、職員数の適切な

管理を 引き 続き 実施する など 、 長期的視野に立脚し た計画的かつ安定的な財政運営に取

り 組む必要があり ま す。  

 

 

 

 

年度 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 令和2 令和3

人数 14 20 21 28 35 37 36 53

年度 令和2 令和3

人数 738 724
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Ⅲ 定員管理の目標    

 

１ 計画期間  

本定員管理計画の計画期間は、令和４ 年４ 月１ 日から 令和 年４ 月１ 日ま でと し ま す。10  

  

２ 定員管理の目標値  

普通会計部門における 本市の職員数と 総務省の類似団体別職員数及び定員回帰指標の

職員数を 比較する と 、本市の職員数はいずれの指標においても 超過し ている 状況です。一

方で新市ま ち づ く り 計画における 合併 年間で パーセン ト 削減する 方針及び数次の霧10 20

島市定員適正化計画に基づき 、こ れま で削減目標を 達成し てき ま し た 。今後、定年年齢は

令和５ 年度以降、 ２ 年に １ 歳ずつ 歳ま で段階的に引き 上げら れ、 令和５ 年度から の65 10

年間は定年退職者が２ 年に １ 度し か生じ ないこ と に なり ま す。 定年延長制度の影響を 受

けて職員数が大幅な増加に転じ る こ と がないよ う 引き 続き 管理し て い く こ と と し 、 令和

年４ 月１ 日現在の職員数の目標値を 人と し ま す。 ま た 、 定数外の職員と なる 再任10 1,104

用短時間勤務職員及び会計年度任用職員についても 適切に管理し ていき ま す。なお、消防

部門に関し ては、 消防力の整備水準の充実を 定数職員数の範囲内で検討し ま す。  

 

 

今後の職員数の見込み（ 令和３ 年４ 月１ 日現在）■   

 
 

 

 

 

（単位：人）

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

区分 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10

1,091 1,079 1,072 1,089 1,074 1,094 1,084 1,104

36 27 0 33 0 30 0 36

24 20 20 20 20 20 20 20

－ ▲ 12 ▲ 7 17 ▲ 15 20 ▲ 10 20

53 65 92 82 94 94 90 63

1,144 1,144 1,164 1,171 1,168 1,188 1,174 1,167

※　定数職員数に含まれている再任用フルタイム職員の減員数は計上していません。

※　計画の進行に当たっては、定年退職以外の事由により退職者数が増加した場合、次年度採用予定数

  が増加する場合があります。

※　定年延長制度の対象者は、全員が定年延長を希望するものとして計上してあります。

※　再任用制度の対象者は、全員が再任用短時間勤務を希望するものとして計上してあります。

計(①+②)

定数職員数①

退職見込み数

次年度採用予定数

対前年度比較（定数職員）

再任用短時間勤務職員数②
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３ 目標実現のための方策  

職員の定員管理を 進める に当た っ ては、定年延長への対応、職員の年齢構成の平準化、

技師等の専門職の確保及び障がい者雇用等の視点に留意する と と も に 、 令和４ 年２ 月に

策定し た霧島市経営健全化計画（ 第４ 次） など の他計画と の整合性を 図り ながら 、新規職

員の採用を 毎年 名程度と する こ と で目標を 実現し ていき ま す。20  

なお、 本計画期間中に社会情勢の変化等があっ た場合や他の計画等と の整合性に乖離 

が生じ た場合には、 柔軟に対応でき る よ う 計画の見直し を 行う こ と と し ま す。  

 

４ 計画の達成状況の公表  

こ の計画における 目標の達成状況については、 地方公務員法第 条の２ の規定によ り58

毎年行われる「 給与等の公表」 において 、そ の内容を 広報誌や市ホームページ等に公表し

ま す。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

霧島市組織機構の今後のあり 方について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４ 年３ 月 
 

霧島市 
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 Ⅰ はじ めに  

 

本市は、 平成17年11月７ 日に１ 市６ 町が合併し てから 16年が経過し まし た。 合併に至る

前段階において、新市まちづく り 計画（ 平成16年３ 月 姶良中央地区合併協議会策定） で行

政のスリ ム化が合併効果と し て謳われまし た。  

合併当初（ Ｈ 17.11.7） の体制は、 職員数1,431名、 組織数12部、 6総合支所、 117課、 341

係等でスタ ート し まし た。  

合併後は、 数次の総合計画、 行政改革大綱、 定員適正化計画及び組織機構再編計画等を策

定し 、また平成21年には、外部有識者委員で構成さ れる行政改革推進委員会から「 組織のあ

り 方に対する意見書」 と し て提言をいただき まし た。  

それら 計画等を 踏まえ、 目標と し て掲げた20パーセント を 超える人員を 削減する と と も

に、 限ら れた行政資源の中でも 、 横川、 牧園及び福山地区に新たな総合支所を 改築、 国分本

庁舎には別館を 増築し 、 市・ の視点に・ っ た行政サービスの提供ができ るよ う 組織機構の

再編をこ れまで行っ てき まし た。  

その結果、 令和３ 年４ 月1日の職員数は1,091名（ 対合併時比△340名、 △23.8% ）、 組織数

11部、 ５ 総合支所、 73課、 192グループ等と なっ ており 、 合併前後に描いた人員削減と 組織

のスリ ム化については、 一定の目標を 達成し たと こ ろ です。  

こ のよう な中、新たな感染症対策を はじ めと する行政課題は増加傾向にあり 、更に複雑化

かつ・ 度化し ています。こ れら 行政課題への対応など、市・ サービスを 滞り なく 行っ ていく

こ と は勿論のこ と 、市・ ・ 活をより 豊かで便利に、また事務の効率化を 図るために加速度的

に進むデジタ ル変革に適応し ていく 必要があり ます。 そのため、 平成 30 年３ 月に策定し た

「 霧島市行政改革大綱（ 第３ 次）」 の基本方針を軸と し 、併せて令和４ 年３ 月に策定し た「 霧

島市定員管理計画」 の定員管理目標と 連動し ながら 、今後も 引き 続き 柔軟に組織を 見直し て

いく 必要があるこ と から 、 今回その方針を 示すも のです。  
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 Ⅱ 組織等の方向性  

 

 まず、 市と し て組織等の方向性を示すにあたり 、 市・ にと っ て行政と かかわる窓・ は、 あ

ら ゆる行政サービスを 公平に享受でき 、かつ、 物理的・ 心理的にも 身近な利便性が・ いも の

であるこ と 、また、庁舎は市・ が憩える場、・ 化交流の場、或いは様々な支援を行える場等、

多様な活用を なし 得る 建物と し て機能を 保有する こ と が求めら れている こ と を 念頭に置く

必要があり ます。  

 加えて、近年のコ ロナ禍に伴う 社会全体の衛・ 観念の変化により 、行政サービスにおいて

も 、 非対面・ 非接触と いっ た新し い・ 活様式の視点を 取り 入れていく 必要があり ます。  

 次に、 本市の人・ は、 2000 年の 127,912 人を ピーク に減少傾向が続いており 、 国・ 社会

保障・ 人・ 問題研究所の調査によ ると 、 2040 年には、 約 107,000 人と 推計さ れ、 40 年間で

約 20,000 人の減少が予測さ れています。 また、 ・ 産年齢人・ （ 15〜64 歳） は減少し 、 老年

人・ （ 65 歳以上） は増加するこ と が予測さ れているこ と から 、 税収の伸び悩みや社会保障

費の負担が増加し 、 今後も 厳し い行財政運営を 強いら れるこ と が予想さ れます。  

 今後は、 自治体 DX を推進し 、 本庁、 総合支所及びその他出先機関を 問わず、 デジタ ル技

術を 積極的に活用し 、 デジタ ルに任せる こ と ができ る 業務はデジタ ルに任せて業務の自動

化・ 省力化を図り 、職員は職員でなければでき ない業務に注力するこ と で・ 産性の向上に繋

げ、 より 効果的で効率的な行政運営を 行っ ていく 必要があり ます。  

 こ のよう なこ と から 、次の目次に掲げる基本方針等に基づき 、時代の変化やニーズに応じ

て組織機構の最適化を 不断に行っ ていく こ と によ り 行政サービスを 持続的かつ安定的に提

供し ていく こ と と し ます。  
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 Ⅲ 基本方針等  

 

 組織機構の最適化のため、 次の基本方針等に基づき 実施し ます。  

 

 

 １  市・ サービスを視点と し た組織 

    組織の最適化に当たっ ては、 市・ サービスの維持・ 向上に・ 分配慮し ながら 組織

の最適化を進め、 利便性の・ い窓・ 体制を 整備し ます。  

 

  ⑴ 窓・ 業務のサービ ス向上 

     本庁舎と 総合支所を結ぶテレビ会議システムやＷｅ ｂ 会議システム等を 活用す

るこ と により 、 総合支所で対応するこ と が難し かっ た相談や申請について、 本庁

まで出向く こ と なく スムーズに対応でき るよう になり ます。 また、 電話と 異なり

職員の顔が見える こ と で安心し て手続を 行う 効果も 期待でき る こ と から 整備を 検

討し ていき ます。  

     また、 職員が本庁で行われる各種会議や研修等にも 活用する こ と で、 本庁へ移

動する時間が削減でき 、 総合支所業務の効率化に繋がり ます。  

 

  ⑵ 各種手続のオンラ イ ン化の推進 

     各種行政手続のオンラ イ ン 申請ができ る環境を 整備するこ と によっ て、 市・ が

スマート フ ォ ン等の端末を 利用し 、 夜間、 休日を問わず24 時間いつでも 、 自宅

やオフ ィ スどこ から でも 、 申請するこ と が可能と なり 、 庁舎窓・ に来庁し 申請す

る場合の移動時間や待ち時間を節約するこ と に繋がり ます。 また、 来庁者の混雑

を 避けるこ と ができ るこ と で、 感染症への感染リ スク を低減さ せる効果も 期待で

き るこ と から 、 オンラ イ ン化を推進し ていき ます。  

 

 ２  簡素で効率的な組織 

    限ら れた人材で効率的な行政改革を推進するため、 迅速な意思決定、 事務処理が

可能な、 合理的な組織の構築に努めます。  

 

  ⑴ 部課等の設置・ 統廃合 

     本庁及び総合支所や出先機関等を問わず、 新たな部署が必要と なる際には原則

と し て設置する部署の数だけ廃止するなどスク ラ ッ プ・ アンド ・ ビルド に努めま
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す。 また、 存続期限を 定める サンセッ ト 方式を 導入するなど、 行政組織を 肥大化

さ せないよう に、 部、 課、 グループなどの機構のあり 方について不断に見直し を

行います。  

 

  ⑵ 事務処理方法の改善 

     限ら れた人材・ 財源を 有効に活用し て最大の効果を ・ み出すためには、 仕事の

進め方についても 見直す必要があり ます。 AI、 RPAなどのデジタ ル技術の活用を

図るなど、 こ れまでの既成概念を 見直し 、 無駄・ 無理・ ムラ がないか徹底的に調

査し て改善するこ と により 事務の効率化を 進めます。  

 

  ⑶ ・ 間委託等の推進 

     市が行っ ている 事務事業で・ 間の専・ 性や効率性が発揮さ れ、 市・ サービスの

向上、 経費の縮減、 行政運営の効率化が図ら れるも のについては、 積極的に・ 間

委託等を 推進し ます。  

 

  ⑷ プロジェ ク ト ・ チーム及びタ スク ・ フ ォ ースの活用 

     特定のプロジェ ク ト を 達成するために各部・ から それぞれ専・ 的知識を 有する

者を 集めて組織し 、 与えら れたプロジェ ク ト に取り 組み、 それが完成すればチー

ムを 解散し てそれぞれ本来所属し ていた職場に戻る と いっ た臨時的組織を 活用し

ます。  

 

 ３  政策目標を実現するための組織 

    地方分権が進む中、 住・ に身近な基礎自治体と し て、 主体的かつ政策的に事業を

展開し ていく ため、 部・ ごと の専・ 性の充実と 政策形成能力の向上に努め、 総合的

な政策目標を 実現するための組織を形成し ます。  

 

  ⑴ 政策目標実現に向けた担当部署の充実 

     総合計画の政策・ 施策を着実に推進し ていく ために、 政策・ 施策を マネジメ ン

ト する各担当部署の機能充実を図り 、 総合計画の進行管理、 行政評価、 予算編成

が連動し た行政経営を 進めます。  

 

  ⑵ 職員の能力向上 

     今後も 限ら れた人材で質の・ い住・ サービスを 維持し ていく ために、 各種の研

修等、「 霧島市人材育成計画（ 第３ 次）」 に基づいた取組を行い、 職員個々の能力

向上を 図ると と も に、 職員の資質の向上に努め、 限ら れた人材でより 質の・ い行
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政サービスを 提供でき るよう な体制の構築に努めます。  

 

 ４  他の計画等と の整合性 

    本方針は、「 霧島市行政改革大綱（ 第３ 次）」、「 霧島市行政改革実施計画」 を はじ

め、「 霧島市定員管理計画」、「 霧島市人材育成計画（ 第３ 次）」、「 霧島市経営健全化

計画（ 第４ 次）」 等と の整合性を保つこ と と し ます。  

    なお、 社会情勢の変化等があっ た場合や他の計画等と の整合性に乖離が・ じ た場

合には、 本方針の見直し を 行います。  

 

 

 

 

 Ⅳ 組織機構最適化の進め方   

 

 組織機構を 最適化するに当たっ ては、 霧島市行政経営会議に諮り 進めていく も のと し ま

す。  

 

 

 

 

 Ⅴ 資料   

 

 １  組織数（ 平成17年11月７ 日と 令和３ 年４ 月１ 日時点の比較）  

 

 表１  組織数 

  

平成 17 年 11 月 7 日 令和 3 年 4 月 1 日 

部 課 
室・ 分室 

支所 
係 部 課 

室・ 分室 

支所 
ｸﾞ ﾙー ﾌﾟ 等 

本 庁 12 62 9 152 11 63 14 152 

総 合 支 所 6 55 6 174 5 10 0 26 

合 計 18 117 15 326 16 73 14 178 

 



6 

 表２  本庁の組織数 

 

平成 17 年 11 月 7 日 令和 3 年 4 月 1 日 

部 課 

室・ 分

室 

支所 

係 部 課 

室・ 分

室 

支所 

ｸﾞ ﾙー ﾌﾟ  

等 

本庁 市 ・ 部 局 総 務 部 1 8 1 17 1 9  18 

  企 画 部 1 3   9 1 3  7 

  市 ・ 環 境 部 1 3   10 1 7 1 15 

  保 健 福 祉 部 1 11 1 22 1 9 3 20 

  農 林 水 産 部 1 3   7 1 3 1 9 

  商 工 観 光 部 1 3   6 1 4 1 7 

  建 設 部 1 6 1 18 1 7  19 

  工 事 監 査 部 1 2   2     

 小 計 8 39 3 91 7 42 6 95 

 消 防 消 防 局 1 6   26 1 6  28 

 会 計   1 6 9  1  2 

 水 道 上 下 水 道 部 1 2   4 1 3  6 

 議 会 議 会 事 務 局 1 1   3 1 1  2 

 教 育 委 員 会 教 育 部 1 9   13 1 6 8 16 

 選 管    1   2  1  1 

 監 査   1  2  1  1 

 農 業 委 員 会   1  2  1  1 

 公 平 委 員 会   1    1   

 小 計 4 23 6 61 4 21 8 57 

本 庁 計 12 62 9 152 11 63 14 152 

 

 

 表３  総合支所の組織数 

  

平成 17 年 11 月 7 日 令和 3 年 4 月 1 日 

部 課 
室・ 分室 

支所 
係 部 課 

室・ 分室 

支所 

ｸﾞ ﾙー ﾌﾟ  

等 

溝辺 

市 ・ 部 局 1 6   22 1 2  ４  

水 道     1 2     

教 育 委 員 会   2   6  (1)  1(1) 

溝辺総合支所 計 1 8 1 30 1 2(1)  5(1) 
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横川 

市 ・ 部 局 1 7   20 1 2  ４  

水 道     1 2     

教 育 委 員 会   2   5  (1)  (1) 

横川総合支所 計 1 9 1 27 1 2(1)  ４ (1) 

牧園 

市 ・ 部 局 1 6   21 1 2  ４  

水 道     1 2     

教 育 委 員 会   2   7  (1)  (1) 

牧園総合支所 計 1 8 1 30 1 2(1)  4(1) 

霧島 

市 ・ 部 局 1 6   19 1 2  5 

水 道     1 2     

教 育 委 員 会   2   6  (1)  1(1) 

霧島総合支所 計 1 8 1 27 1 2(1)  6(1) 

隼人 

市 ・ 部 局 1 9   25      

水 道             

教 育 委 員 会   3 1 5       

隼人総合支所 計 1 12 1 30     

福山 

市 ・ 部 局 1 7   20 1 2  6 

水 道     1 2     

教 育 委 員 会   3   8  (1)  1(1) 

福山総合支所 計 1 10 1 30 1 2(1)  7(1) 

合  計 6 55 6 174 5 10(5)  26(5) 

※括弧書き は再掲です。 各総合支所の地域振興課・ 及び地域振興課地域振興・ 教育グループ職員が教育委

員会の併任辞令を受けているこ と を表し ています。  

※令和３ 年４ 月１ 日の溝辺、 霧島及び福山総合支所の教育委員会のグループ等の数には、 幼稚園を含んで

います。  
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令和３年度　霧島市組織図
（令和３年４月１日現在） 部等 次長級職 総合支所

市   長 副市長 総務部 総務課 総務管理グループ 人事研修グループ

課・室等 グループ等 課・室等 グループ等

議   会 議会事務局 議事調査課 総務調査グループ 議事グループ

文書法制グループ
○危機管理監 安心安全課 防災グループ 交通防犯グループ

○市政推進特任
部長

○総括工事監査監 秘書広報課 市政推進・秘書グループ 広報グループ

税務課 市民税グループ 固定資産税グループ
収納課 収納第１グループ 収納第２グループ

財政課 財政グループ
財産管理課 財産管理グループ 財産活用グループ
工事契約検査課 検査グループ 入札契約グループ

地域政策課 地域政策グループ 中山間地域活性化グループ

情報政策課 電算グループ 情報化推進グループ

収納第３グループ

企画部 企画政策課 企画政策グループ 行革推進グループ

隼人地域振興課 地域振興グループ
○清掃センター整
備対策監

道義高揚推進室 隼人市民福祉課 市民生活グループ

統計グループ

市民環境部 市民活動推進課 市民環境政策・国際交流グループ 共生協働推進グループ

国分斎場 牧園横川地区し尿処理場

市民課 戸籍グループ 窓口グループ 人権・男女共同参画グループ

環境衛生グループ 福祉グループ
環境衛生課 環境保全グループ 廃棄物対策グループ 衛生施設グループ

市民サービスセンター 隼人人権啓発センター
スポーツ・文化振興課 スポーツ・文化グループ 施設管理グループ
国民体育大会推進課 総務・企画グループ 競技・式典グループ

南部し尿処理場 敷根清掃センター

保護第1グループ 保護第２グループ
子育て支援課 子ども・子育てグループ 保育・幼稚園グループ

こどもセンター こどもセンターグループ

保健福祉部 保健福祉政策課 政策グループ

○保健福祉部特任
次長兼医療セン
ター整備対策監

生活福祉課 管理グループ

牧園保育園 横川保育園 高千穂保育園 中津川保育園
牧園保育園

養護老人ホーム横川長安寮 管理グループ

長寿・障害福祉課 長寿福祉グループ 介護保険グループ 障害福祉グループ
こども・くらし相談センター 相談・支援グループ

保険年金課 国民年金グループ 国民健康保険グループ 後期高齢者医療グループ

健康増進課 健康づくり推進グループ 保健予防グループ

すこやか保健センター 地域保健第1グループ 地域保健第2グループ
市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ

各地区保健センター・保健福祉センター

市立病院管理グループ

溝辺総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ

こども発達サポートセンター 発達支援グループ

横川総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ
全国和牛能力共進会対策室 市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ

農林水産部 農政畜産課 農林水産政策グループ 農政第１グループ 農政第２グループ 畜産グループ

林務水産課 林務水産グループ 森林土木グループ
耕地課 管理グループ 耕地第１グループ 耕地第２グループ

商工観光部 商工振興課 商工観光政策グループ ふるさと納税推進グループ

牧園総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ

企業振興室
消費生活センター

税務グループ
市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ

商工観光施設課 施設管理グループ 市民生活課 市民福祉グループ 産業振興グループ 温泉グループ
観光ＰＲ課 観光振興グループ ＰＲ推進グループ 霧島総合支所 地域振興課 地域振興・教育グループ 税務グループ

建設部 建設政策課 政策グループ 用地グループ
市民生活課 市民福祉グループ 福山市民サービスセンターグループ

関平温泉・関平鉱泉所
霧島ジオパーク推進課 霧島ジオパーク推進グループ

福山総合支所 地域振興課
畜産グループ

建設施設管理課 道路管理グループ 道路維持第１グループ 道路維持第２グループ 公園管理グループ

地域振興・教育グループ 税務グループ

土木課 道路整備第１グループ 道路整備第２グループ 河川港湾グループ
建築住宅課 住宅グループ 住宅収納グループ 建築第１グループ

産業振興グループ

上下水道部 上下水道総務課 政策グループ 業務グループ

建築第２グループ
建築指導課 建築指導グループ 建築審査グループ
都市計画課 都市計画グループ 都市整備グループ

水道工務課 工務第１グループ 工務第２グループ
下水道工務課 下水グループ 雨水グループ

区画整理課 業務第１グループ 業務第２グループ

予防課 予防係 危険物係 消防設備係
情報司令課 指令第１係 指令第２係 通信第１係

消防局 総務課 総務企画係 経理係 装備係
警防課 警防係 救急救助係 消防団係

福山分遣所
北消防署 予防係 警防係 庶務係 第１中隊

通信第２係
中央消防署 予防係 警防係 庶務係 第１中隊

第２中隊 横川分遣所 霧島分遣所

　（会計管理者） 会計課 会計第１グループ 会計第２グループ

第２中隊 溝辺分遣所 隼人分遣所

教育施設グループ
学校教育課 学事グループ 管理事務グループ 指導事務グループ 安全・保健体育グループ

教育委員会 教育長 教育部 教育総務課 教育総務グループ 教育政策グループ

牧園学校給食センター
霧島学校給食センター 隼人学校給食センター 牧之原学校給食センター

社会教育課 社会教育グループ 学習支援グループ 文化財グループ

学校給食課 学校給食管理グループ 公会計移行グループ
国分地区南部学校給食センター 溝辺学校給食センター 横川学校給食センター

隼人図書館
国分中央高校 管理グループ
小中学校
幼稚園

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

国分公民館
隼人公民館
国分図書館 管理図書グループ

郷土資料編さん室
メディアセンター

固定資産評価審査委員会

公平委員会

監査委員 監査委員事務局 監査グループ

農業委員会 農業委員会事務局 振興農地グループ

＜隼人市民サービスセンター＞

【 凡例】

市・ 部局等（ 消防局、 会計含む）

議会・ 教育委員会等（ 各行政委員会等含



基本理念　行政サービスの最適化 資料３

基本方針

　行政サービスの『質』の改革、行政サービスの『量』の改革、持続可能な健全財政　

実施計画期間　（大綱推進期間）　2018年度～2022年度までの５年間

Ⅰ　重点実施項目・・・重点的かつ効果的な取組を推進するため、年度ごとの計画を定め、進捗管理する項目
方針 重点実施項目の概要

№ 方策 重点実施項目名 （数値目標、実施年度、実施内容、計画期間
等）

内容 評価 内容 評価 取組内容 最終評価

1 (1)-②

ICTを活用した事務効率化

※ ICT ： Information and Communication
Technology　情報通信技術

※RPA：Robotic Process Automation 人工知
能等の認知技術を活用した、パソコン等の業
務の効率化・自動化の取組

期間集中する事務処理や判断が容易な定型
事務等にRPAなどのICTを活用することによっ
て、日常業務の効率化や時間外勤務の削減を
図るとともに、職員が付加価値の高い業務に従
事できる体制を構築する。
質　向上：事務の効率化。
量　供給減：人的供給量の削減。
財政 歳出減：時間外勤務に係る人件費の削
減。

RPA等の
導入

◎
RPA等の

推進

2 (1)-③

マイナンバーカード交付の推進

※ 国が2022年度中の全国民への
交付を目指していることを踏まえ、
目標数値を18,700件から全市民に
変更。

電子自治体体制の基礎インフラとなるマイナン
バー制度の広報を行ってきたが、マイナンバー
カードの発行件数が伸び悩んでいる。
申請手続支援の充実や更なる周知広報を行う
とともに、マイナンバーカードの円滑な交付を
推進する。

質　：市民の利便性の向上

実施 ◎ 実施

2021年度取組 2022年度取組 総括

RPAの導入例

・保育料の償還払い

・情報連携を使った扶養調査

・口座振替依頼書

ＩＣＴの導入例

・会議録作成支援システム

マイナンバーカード交付率

令和４年９月末現在

霧島市 47.2％

鹿児島県48.2％

全国 49.0％

各年度取組の評価（記号）について

（単年度評価）

◎ ～100％ 概ね年度取組を終了

○ ～75％ 年度取組は順調

△ ～50％ 年度取組は不十分

× ～25％ 翌年度取組に変更を有する

1
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方針 重点実施項目の概要
№ 方策 重点実施項目名 （数値目標、実施年度、実施内容、計画期間

等）
内容 評価 内容 評価 取組内容 最終評価

2021年度取組 2022年度取組 総括

3 (2)-① 市立保育園の民営化

市立保育園の民営化を2018年度から計画的に
実施する。

質：民間ノウハウの活用
量：市職員対応の減
財政：経費削減効果

実施 ◎ 終了

4 (2)-① 市立養護老人ホームの民営化

市立養護老人ホームの民営化を2018年度から
実施する。

質：民間ノウハウの活用
量：市職員対応の減
財政：経費削減効果

実施 ◎ 終了

5 (2)-①
障害者福祉作業所の管理運営の
在り方についての調査・研究

指定管理委託している障害者福祉作業所につ
いて、建物等の建替え又は大規模修繕を実施
した上で、各団体に管理運営を含め土地・建物
を譲渡できないか検討する他、運営内容につ
いても見直す。

量　供給減：市による施設提供の減
財政　負担減：民営化による歳出減

実施
それぞれの
施設の実情
により、譲
渡・貸与を

実施

△

実施
それぞれの
施設の実情
により、譲
渡・貸与を

実施

市立：12園

市保健福祉施設民営化実施計画に掲

げた民営化対象の８園すべて民営化済

【民営化済】隼人、国分西、東国分、下

井、清水、敷根、重久、高千穂

【その他】佐々木（廃園済）、牧園、

中津川、横川

市立：３園

・国分舞鶴園

・日当山春光園

・横川長安寮

土地・建物の譲渡について3事業所に

説明を行い、概ね理解をいただいてい

る。詳細については、国県補助を利用

していることから、普通財産にするため

の準備を進めているが、時間を要して

いるところである。



方針 重点実施項目の概要
№ 方策 重点実施項目名 （数値目標、実施年度、実施内容、計画期間

等）
内容 評価 内容 評価 取組内容 最終評価

2021年度取組 2022年度取組 総括

6 (2)-①
公営住宅への指定管理者制度の
導入

公営住宅の管理業務に指定管理者を導入する
ことで、民間事業者が有する経験と実績を活用
し、市民サービスの向上と業務量等の削減を図
る。

質：民間ノウハウの活用
量：市職員対応の減
財政：経費削減効果

実施 ◎ 実施

7 (2)-① 市立幼稚園の民営化

「霧島市公立幼稚園民営化等推進委員会」の
提言を受け、市立幼稚園の民営化を推進する
ために、保健福祉部との連携のうえ、民間認定
こども園として設置及び運営を担う事業主体の
選定を行う。

量　供給減：市対応の減
財政　歳出減：維持管理費等の減

事業者の
意向を確
認した上で
課題等を
整理し、民
営化の可
能性につ
いて再検
討する。

◎
事業者選

定

検討

8 (3)-①
経営健全化計画に基づいた適正な
財政運営

経営健全化計画に基づき、自主財源の確保に
積極的に取り組む。
（市税・保育料・住宅使用料等）

実施 ◎ 実施

市営住宅について令和２年度から指定

管理者制度を導入し管理を行っている。

（令和４年度：１４２団地、４，４９３戸）

市立：４園（富隈・陵南・大田・牧之原）

※牧之原幼稚園は休園中

複数の事業者に対して幼稚園民営化

に関する意向を確認し、課題等を整理

した。これを踏まえ、市立幼稚園の民営

化の可能性について検討している。

令和３年度の収入率（対調定）は

市税：９７．７％

保育所負担金(現年)：９８．０５％

住宅使用料(現年)：９９．７７％
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方針 重点実施項目の概要
№ 方策 重点実施項目名 （数値目標、実施年度、実施内容、計画期間

等）
内容 評価 内容 評価 取組内容 最終評価

2021年度取組 2022年度取組 総括

9 (3)-②
経営健全化計画に基づいた適正な
財政運営

経営健全化計画に基づき、財政調整基金繰入
額の抑制、市債残高の削減、適正な基金残高
の確保に取り組む。（適正な基金残高の確保に
ついては、年度間の財源調整に活用可能な財
政調整基金、減債基金、特定建設事業基金の
３つの基金残高とする）
★財政調整基金繰入額の抑制：2022年度
1,792百万円
★市債残高の縮減：2022年度　51,148百万円
★基金の涵養：2022年度　6,641百万円

実施 ○ 実施

10 (3)-② 学校給食センターの統廃合

「霧島市学校給食運営審議会」の答申を受け、
老朽化の著しい溝辺・横川・牧園・霧島学校給
食センターについて、食の安全性確保の観点
から、給食施設の改修と統合を検討する。

質　向上：安心安全な給食サービスの提供
量　供給減：市対応の減
財政　歳出減：維持管理費等の減

検討 ○ 検討

11 (3)-③
霧島市立医師会医療センターの適
正な経営

経営指標に関する数値目標を設定した「霧島
市立医師会医療センター改革プラン」を推進
し、経営の健全化を図る。

質：民間ノウハウの活用
財政：経費削減効果

実施 ◎ 実施

令和３年度末積立基金総額は、令和２

年度末に比べて28億1,947万7千円増

加し、240億5,976万8千円となっている。

統合対象の４給食センター(溝辺・横川・

牧園・霧島)

各センターごとの厨房機器等備品更新

計画（3ヶ年）を踏まえ、更新に合わせた

統合を検討する。

指定管理者制度により、民間のノウハ

ウを活用しながら経営の健全化に努め、

経常収支比率100％以上を達成した。

（R03実績 101.25％）
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１ 策定にあたって 

平成 17 年 11 月に１市６町の合併により誕生した霧島市では、平成 18 年 11 月

に「霧島市行政改革大綱」を、平成 23年３月に「霧島市行政改革大綱（第２次）」

を、平成 26 年 10 月に「霧島市行政改革大綱（第２次/改定版）」を策定し、人材

育成の強化、公正の確保と透明性の向上及び財政の健全化を図るとともに、市町

村合併によるスケールメリット等を生かした事務事業の見直し、効果的・効率的

な組織機構の構築や職員数の削減など様々な行政改革に取り組んでまいりました。 

しかしながら、少子高齢化に伴う人口減少社会の進行や社会情勢の変化に伴う

市民ニーズの多様化、厳しさを増す財政状況、地方創生などへの対応など、行政

を取り巻く環境は年々変化しております。 

このような中、増大する行政需要に的確に対応していくためには、住民に身近

な基礎自治体の体制の充実・強化が必要とされており、こうした取組の実現のた

めには、行政事務の遂行に伴う組織内部の様々なリスクを事前に統制し、事務の

適正性と市民の信頼の確保を図るとともに、限られた行政資源の中で、市民ニー

ズに即応した効果的・効率的な行政経営を行い、将来にわたり持続可能な行政サ

ービスを提供するため、これまでの『量』の改革に加え、『質』の改革にも重点

を置き、漫然と従来路線を踏襲する行政組織の体質・構造から脱却する変革が必

要となります。 

また、住民の福祉の増進を図る責任を担う基礎自治体として、市民活動や民間

企業等の創意工夫を生かしながら、積極果敢かつ横断的に行政改革を推進する一

元的な体制づくり・人づくりに、これまで以上に力を注いでまいります。 

このようなことを踏まえ、新たに「霧島市行政改革大綱（第３次）」を策定し

たところであり、最上位計画である「第二次霧島市総合計画」に掲げたまちの将

来像「人にやさしく 人をはぐくむ 一人ひとりが輝きにぎわう 多機能都市」の実

現に向け、今後においても、当該大綱に基づき、より一層の行政改革を推進して

いくこととします。 
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２ 行財政環境の変化 

本市を取り巻く行財政環境は、少子高齢化に伴う人口減少社会の進行、市民ニ

ーズの多様化、厳しい財政状況などの従来の課題に加え、新たに「地方創生」を

推進するなど、大きく変化してきています。 

 

(1) 少子高齢化に伴う人口減少社会の進行 

日本の総人口は、2008 年をピークに、本市においても、2000 年をピークに減少

に転じております。国立社会保障・人口問題研究所によると、本市の 2040 年の総

人口は約 11 万 2千人と示され、2000 年から 40年間で約 12％減少すると推計され

ており、本格的な人口減少社会に突入しております（図１参照）。 

このような中、少子高齢化に伴う社会保障費の増大や医療・介護の体制整備、

さらに、人生 100 年時代を見据えた経済・社会システムの構築などが課題である

とともに、社会情勢の変化を背景とした行政需要の増加が見込まれるところであ

り、限られた行政資源（財源、人員等）の中で、行政サービスの充実化を図る必

要があります。 

 

【図１ 人口推移と将来推計】 
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（社人研推計値）

 

※2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく数値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所（社人研）」

のデータに基づく推計値。 



 3 

(2) 市民ニーズの多様化 

グローバル化をはじめとする社会情勢の変化に加え、市民意識やライフスタイ

ルの多様化、情報化社会の進展などにより、市民が行政サービスに対して求める

内容も変化してきています。 

このような中、地域での市民活動を支えるとともに市民がまちづくりに参加で 

 きる機会を増やし、市民と行政が連携・協働するなど市民ニーズに的確に対応し

た行政サービスの提供が求められます。 

 

(3) 厳しい財政状況 

少子高齢化に伴う人口構造の変化等により、税収の安定的な確保が求められて

いることや、地方交付税の段階的削減が実施されている一方、社会保障費や一斉

に更新時期を迎える公共施設の維持・更新に必要となる費用負担は増加すること

が見込まれており、本市を取り巻く財政状況は、より厳しさを増しています。 

このような状況の中、将来にわたり健全かつ持続的な行財政経営を図るために

は、これまで以上に、市民に提供する行政サービスの最適化を図るとともに、財

政の健全性を高めていく必要があります。 

 

(4) 地方創生などへの対応 

権限移譲や規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、地方分権の進展に伴

い、より一層地域特性に即した課題解決を自らの判断と責任のもとで対応してい

く役割が求められています。 

また、少子高齢化に伴う人口減少という構造的課題に対応するため、平成 27年

10 月に「霧島市ふるさと創生総合戦略」を策定しました。これら地方創生などに

対応するため、官民連携、広域連携、政策間連携等に取り組むほか既存事業の隘

路を発見し、打開するための新たな試みを行ってまいります。 
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３ 基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本理念 

行政資源（財源、人員等）の制約が強まる中にあっても、社会情勢の変化等に

伴い多様化する行政需要に的確に対応していく必要があります。 

そのため、持続可能な行財政基盤を堅持するとともに、民間活力の導入、業務

改革等によるコスト削減や市民ニーズに即応した組織体制を構築するなどの

『量』の改革と、多様な主体の協働によるまちづくり、情報化の推進、職員の能

力向上などの『質』の改革について、これまで以上に力を注ぐことによって、限

られた行政資源の有効活用による効果的・効率的な行政経営に取り組み、『行政

サービスの最適化」を推進します。 
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の多様化 

基本理念 

基本方針 
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(2) 基本方針 

 

① 行政サービスの『質』の改革 

多様化する市民ニーズに的確に対応した行政サービスを提供し、市民の皆様

や各種団体との連携・協働によるまちづくりを推進します。 

また、ＩＣＴの活用など情報化を推進することにより、利便性の向上を図り

ます。さらに、行政サービスを担う主体である職員の意識を改革し、行政課題

に柔軟に対応し、質の高いサービスを提供するための人材育成を推進します。 

 

② 行政サービスの『量』の改革 

行政サービスについて、サービス水準の維持向上やコスト削減を図るため民

間活力の導入を推進します。 

また、行政評価制度等を活用することにより事務事業の最適化を図り、併せ

て、業務改革により行政のスリム化を図ります。さらに、職員の定員管理を徹

底する一方、限られた人員での対応を可能とするため、組織の柔軟性を確保す

るとともに、迅速かつ的確な意思決定が可能となる組織の構築を図ります。 

 

③ 持続可能な健全財政 

安定した行政サービスを将来にわたり提供するために、歳入確保に向けた取

組を積極的に推進します。 

また、歳出構造の転換を図り、「選択と集中」による歳出削減を実行します。

さらに、行財政運営の適正化や公共施設の適正管理に向け、財政マネジメント

の強化を図ります。 



 6 

(3) 推進体制・推進期間 

① 推進体制 

行政改革最高責任者である市長のもとに、霧島市行政改革推進本部を置き、

行政改革に係る様々な取組を推進します。 

また、市民の意見を反映させるため、必要に応じて霧島市行政改革推進委員

会等に意見を聴き、行政改革を着実に推進します。 

≪霧島市行政改革推進本部≫ 

副市長を本部長とする庁内会議において、行政改革大綱の策定、実施及び 

進捗管理を行います。 

  ≪霧島市行政改革推進委員会≫ 

民間の有識者や公募の委員など住民の代表者で構成される外部委員会にお

いて、行政改革の推進に関する調査、研究、提言及び効果検証を行います。 

② 推進期間 

2018(平成 30)年度から 2022 年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織 ：本部長（副市長）、副本部長（副 

市長）及び本部員（各部長等）で 

構成。 

役割 ：行政改革大綱の策定、実施及び進 

捗管理に関すること。 

  行政改革最高責任者(市長) 

行政改革推進本部 

 

 

組織 ：民間の有識者や公募の委員 

など住民の代表者で構成。 

役割 ：行政改革最高責任者（市長）

の求めに応じ、行政改革の 

推進に係る調査、研究、提 

言及び効果検証に関するこ 

と。 

行政改革推進委員会     
行 政 市 民 

提言、 
効果検証

等 

行政改革の推進体制 

 

意見の 
聴取 等 
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４ 具体的な推進方策 

(1) 行政サービスの『質』の改革 

① 協働によるまちづくりの推進 

多様化する地域課題に対応していくため、市民、地域団体、ＮＰＯ、民間事

業者、高等教育機関、行政などの多様な主体が、それぞれの強みを生かし、役

割を果たしながら、さまざまな分野で連携・協力し、協働によるまちづくりを

推進します。さらに、市民が自発的にまちづくりに取り組む環境づくりを推進

します。 

また、情報公開を積極的に行うとともに、ＳＮＳ等の活用による情報提供に

努め、透明性と情報伝達力の向上を図ります。 

【主な方策】 

・パブリックコメント手続の実施等による市民参画の積極的な推進 

・広聴機能の充実 

・大規模災害や環境問題などに対応した広域連携の推進      等 

 

② ＩＣＴの活用による情報化の推進 

ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用し、行政効率を高めるとともに、市

民サービスの一層の向上を図る取組を進めるため、コスト削減、業務負担の軽

減、セキュリティ水準の向上及び人的資源の有効活用等の観点から自治体クラ

ウドを推進します。 

【主な方策】 

・ホームページ等を活用した情報提供 

・自治体クラウドの推進                    等 
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③ 意識改革と人材育成 

多様化する市民ニーズや社会情勢の変化に対して柔軟に対応できる人材力

が求められていることから、職員の意識改革と資質の向上を図る取組が必要と

なります。 

そのため、従来からのルールや手法にこだわらず、試行錯誤を許容し日常的

に改革・改善を実践する組織風土の醸成や新しいことを受け入れる風土の醸成

に取り組むなど、職員が自らの能力を発揮し、付加価値の高い業務に従事でき

るよう人材育成・働き方改革を推進します。 

【主な方策】 

・霧島市人材育成計画の推進 

・個人の能力・意識を高めるための研修の充実          等 

 

 

(2) 行政サービスの『量』の改革 

① 民間活力の導入 

民間のノウハウ等を活用することでサービス水準の維持向上やコストの削

減が図られるものは、行政と民間の役割と責任を明確にしたうえで、民間活力

の導入を推進します。 

そのため、公共施設等の建設、維持管理・運営に民間の資金やノウハウを活

用するＰＰＰ/ＰＦＩ事業を導入するほか、指定管理者制度については、新た

な施設への導入を図るなど、さまざまな手法による業務改革を推進します。 

【主な方策】 

・民営化等の検討 

・ＰＰＰ/ＰＦＩや包括委託などの導入 

・地方独立行政法人制度活用の検討               等 
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② 事務事業の最適化（業務改革） 

新たな課題に対応していくため、事務事業のスクラップアンドビルドやサン

セット方式等の徹底を図るとともに、行政評価制度等の活用による事業の成果

目標（アウトカム）の「見える化」を通じ、政策効果や必要性が高い事業の重

点化につなげることで、事務事業の最適化を図ります。 

また、社会情勢が急速に変化する中、限られた行政資源を有効に活用し、市

民ニーズに対応した行政サービスを展開するため、統計等の客観的根拠に基づ

く政策立案を推進します。 

さらに、業務改革の推進にあたっては、行政のスリム化とともに、本質的な

課題を踏まえ、その改善を通じて業務プロセスそのものの再構築を図る取組を

行います。 

【主な方策】 

・行政評価制度等の活用による事務事業の見直し         等 

 

③ 市民ニーズに即応した組織づくり 

限られた人員で多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し、組織の柔軟

性の確保を推進するため、グループ制のメリットを生かした課内体制づくり、

部局間を超えた組織内における政策間連携の強化を図るとともに、部の役割を

最大限に生かし、迅速かつ的確な意思決定のもと効果的・効率的な行政経営を

推進します。 

【主な方策】 

・市民ニーズに即応した柔軟な組織づくり 

・定員管理計画に基づいた職員の採用              等 
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(3) 持続可能な健全財政 

 ① 積極的な歳入確保の取組 

将来にわたって安定した行政サービスを提供するためには、自主財源を安定

的に確保するとともに、負担の公平性の確保と受益者負担の適正化を図る必要

があります。 

そのため、市税、保育料、住宅使用料等の収納対策に積極的に取り組み、収

納率の向上に努めます。 

また、使用料・手数料等を定期的に見直すとともに、広告収入の確保や未利

用財産の処分、有効活用等についても積極的に取り組むこととします。 

【主な方策】 

・自主財源の確保（市税・保育料・住宅使用料等の収納率の向上） 

・使用料・手数料等の定期的な見直しによる受益者負担の適正化 

・未利用財産の処分、有効活用                 等 

 

 ② 「選択」と「集中」による歳出削減 

これからの財政運営に当たっては、歳入の大幅な増加が見込めない現状に適

切に対応し、歳入に見合った歳出を行うよう歳出構造の転換を図る必要があり

ます。 

そのため、政策効果の乏しい事務事業は見直しや廃止を行い、真に必要で成

果向上余地の高い歳出に重点化するなど、「選択と集中」により効果的・効率

的な歳出に転換する仕組みを強化します。 

また、予算編成過程において、データ等に基づく政策効果の分析・評価の活

用を推進します。 

【主な方策】 

・経費全般にわたる節減・合理化と予算の適正な執行 

・社会資本整備にあたってはストック効果の高い事業へ重点化 

・市単独補助金等の見直し                   等 
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 ③ 財政マネジメントの強化 

今後、合併算定替終了に伴い普通交付税が大幅に減額となることから、健全

財政の維持に努めるとともに、持続可能な財政基盤の確立を図るため、中長期

的な財政運営の指針となる「霧島市経営健全化計画」に基づいた財政運営に努

めます。 

また、公共施設の管理運営の方向性や方針等を定めた「霧島市公共施設管理

計画」に基づき、施設の複合化・多機能化等による保有量の適正化や長寿命化

の推進などを図り、健全な財政運営の堅持と適切な公共サービスの両立を目指

します。 

さらに、水道事業や下水道事業※１をはじめとする公営企業を将来にわたり安

定的に継続するため、徹底した経営の効率化を図ります。 

※１ 2019（平成 31）年４月１日から地方公営企業法適用 

【主な方策】 

・霧島市経営健全化計画の推進 

・霧島市公共施設管理計画の推進                等 
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－用語解説（五十音順）－ 
【ＩＣＴ】 

Information and Communication Technology の略で、情報・通信に関連する技術一般の総称。技

術そのものだけでなく、情報通信技術を利用した製品・サービス、それらが普及している状態をい

う場合もある。 
 

【ＳＮＳ】 
Social Networking Service の略で、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワー

クの構築を支援するインターネットを利用したサービスのこと。 
 

【ＮＰＯ】 
Non-Profit Organization（非営利組織）の略で、営利を目的としない公益的な市民活動を行う組織、団体

のこと。 
 

【行政評価】 
行政が行う施策や事務事業について、一定の基準や指標をもって、妥当性や達成度、効果を評価・

検証する手法。 
 

【権限移譲】 
国が法令の規定に基づいてその職権を行いうる範囲やその能力を地方公共団体に移すこと。 

 

【公営企業】 
水道事業、病院事業等の地方公共団体が行う企業。 

 

【サンセット方式】 
義務的かつ経常的に実施する事業を除いたすべての事業に時限を設定し、原則として時限の到来

をもって事業を廃止する制度。 
 

【指定管理者制度】 
市が設置している公の施設の使用許可を含む管理を民間事業者（民間企業、ＮＰＯ団体やボラン

ティア団体などを含む）に行わせる制度。 
 

【スクラップアンドビルド】 
予算や組織の過度な膨張を防ぐため、これらの新設・拡充の際に、既存のものを廃止・縮小する

手法。 
 

【自治体クラウド】 
地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて、外部のデータセンターで

保有・管理し、通信回線を経由して利用できるようにする取り組みで、複数の地方公共団体の情報

システムの集約と共同利用を進めることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るもの。 
 

【地方交付税】 
国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額で、地方公共団体

が等しくその行うべき事務を遂行することができるように一定の基準により、国が交付する税。地

方交付税には、普通交付税と特別交付税がある。 
 

【地方独立行政法人制度】 
地方公共団体が直接行っている事務のうち、一定のものについて、地方公共団体とは別の法人格

を有する法人を設立し、当該事務を担わせることにより、効率的な行政サービスを行うもの。 
 

【地方分権】 
地方に対する国からの関与を廃止・縮小し、国に集中している事務権限や財源を地方公共団体に

移し、地域の実情に応じた施策を主体的に実施できるようにすること。 
 

【パブリックコメント】 
重要な計画や条例などを制定する際に、原案の段階で市民に公表して意見を求め、提出された意

見を考慮した上で意思決定を行う一連の手続き。 
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【包括委託】 
 施設の維持管理や運営業務を複数施設あるいは複数業務を一括して民間事業者に委託する方式。 
 

【ＰＦＩ】 
Private Finance Initiativeの略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営

能力及び技術能力を活用し、効率的かつ効果的に行う手法。  
 

【ＰＰＰ】 
Public-Private Partnershipの略で、アウトソーシングなどを含めた公共と民間のパートナーシ

ップによる公共サービスの提供手法の総称。  

 
 
 
 
 


